
（別紙） 

令和５年３月 24 日 

内閣官房内閣人事局 

人 材 確 保 担 当 

国と地方公共団体との間の人事交流の実施状況の一部訂正について 

これまで内閣人事局ホームページに掲載しておりました「国と地方公共団体との間の人事交流の

実施状況」の令和２年 10月１日現在、令和３年 10月１日現在について、省庁の報告事項等に一部

誤りがあったことから、以下のとおり訂正いたしましたので、お知らせします。なお、現在は、訂

正後の資料を掲載しております。 
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【正誤内容】国と地方公共団体との間の人事交流の実施状況（令和２年 10月１日現在） 

〇公表資料Ｐ２ （２）地方公共団体から国への受入者数 

（正） 

（２）地方公共団体から国への受入者数

総数 3,031人 （対前年 ＋98人）  

  うち、都道府県からの受入者数    2,448人 （対前年 ＋ 4人） 

市町村らの受入者数     583人 （対前年 ＋94人） 

図２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和２年）（注１）

表２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和２年）（注１) 

（注１） 平成26年以降は各年10月１日現在の数。平成25年以前は総務省による「国と地方公共団体との間の人事交流状 

況」から抜粋した各年８月15日現在の数。 

（注２） 平成24年から、他の府省を経由して外務省へ受け入れている職員を含めることとした。
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（人）

都道府県 市町村

（単位：人）

平成
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

総数 1,680 1,796 1,680 1,642 1,638 1,692 1,764 1,873 1,862 1,957 2,018 1,996 2,093
都道府県 1,578 1,699 1,563 1,508 1,502 1,553 1,612 1,706 1,689 1,777 1,837 1,813 1,874
市町村 102 97 117 134 136 139 152 167 173 180 181 183 219

（続き）
(注２)

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
令和
元年 ２年

総数 2,338 2,423 2,533 2,563 2,668 2,750 2,874 2,933 3,031
都道府県 2,060 2,108 2,152 2,178 2,241 2,314 2,408 2,444 2,448
市町村 278 315 381 385 427 436 466 489 583

（注２)
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（誤） 

（２）地方公共団体から国への受入者数

総数 3,032人 （対前年 ＋99人）  

  うち、都道府県からの受入者数    2,448人 （対前年 ＋ 4人） 

市町村からの受入者数     584人 （対前年 ＋95人） 

図２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和２年）（注１）

表２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和２年）（注１) 

（注１） 平成26年以降は各年10月１日現在の数。平成25年以前は総務省による「国と地方公共団体との間の人事交流状 

況」から抜粋した各年８月15日現在の数。 

（注２） 平成24年から、他の府省を経由して外務省へ受け入れている職員を含めることとした。
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元年２年

（人）

都道府県 市町村

（単位：人）

平成
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

総数 1,680 1,796 1,680 1,642 1,638 1,692 1,764 1,873 1,862 1,957 2,018 1,996 2,093
都道府県 1,578 1,699 1,563 1,508 1,502 1,553 1,612 1,706 1,689 1,777 1,837 1,813 1,874
市町村 102 97 117 134 136 139 152 167 173 180 181 183 219

（続き）
(注２)

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
令和
元年 ２年

総数 2,338 2,423 2,533 2,563 2,668 2,750 2,874 2,933 3,032
都道府県 2,060 2,108 2,152 2,178 2,241 2,314 2,408 2,444 2,448
市町村 278 315 381 385 427 436 466 489 584
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〇公表資料Ｐ８　別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況（令和２年10月１日現在）

（正）

（令和２年10月１日現在）

府省等名 受入者数

合計 ２人

総務省 １人

国土交通省 １人

（誤）

（令和２年10月１日現在）

府省等名 受入者数

合計 ３人

総務省 １人

国土交通省 ２人 北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾事務所長、桶川市山口河川国道事務所長

別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況

受入役職名

別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況

受入役職名

消防庁消防大学校副校長

北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾事務所長

消防庁消防大学校副校長
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【正誤内容】国と地方公共団体との間の人事交流の実施状況（令和３年 10月１日現在） 

〇公表資料Ｐ２ （２）地方公共団体から国への受入者数 

（正） 

（２）地方公共団体から国への受入者数

総数 3,081人 （対前年 ＋50人）  

  うち、都道府県からの受入者数    2,472人 （対前年 ＋24人） 

市町村からの受入者数     609人 （対前年 ＋26人） 

図２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和３年）（注１）

表２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和３年）（注１) 

（注１） 平成26年以降は各年10月１日現在の数。平成25年以前は総務省による「国と地方公共団体との間の人事交流状 

況」から抜粋した各年８月15日現在の数。 

（注２） 平成24年から、他の府省を経由して外務省へ受け入れている職員を含めることとした。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年…25年 26年 27年 28年 29年 30年

令和

元年２年３年

（人）

都道府県 市町村

（単位：人）

平成
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

総数 1,680 1,796 1,680 1,642 1,638 1,692 1,764 1,873 1,862 1,957 2,018 1,996 2,093
都道府県 1,578 1,699 1,563 1,508 1,502 1,553 1,612 1,706 1,689 1,777 1,837 1,813 1,874
市町村 102 97 117 134 136 139 152 167 173 180 181 183 219

（続き）
(注２)

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
令和
元年 ２年 ３年

総数 2,338 2,423 2,533 2,563 2,668 2,750 2,874 2,933 3,031 3,081
都道府県 2,060 2,108 2,152 2,178 2,241 2,314 2,408 2,444 2,448 2,472
市町村 278 315 381 385 427 436 466 489 583 609
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（誤） 

（２）地方公共団体から国への受入者数

総数 3,082人 （対前年 ＋50人）  

  うち、都道府県からの受入者数    2,472人 （対前年 ＋24人） 

市町村からの受入者数     610人 （対前年 ＋26人） 

図２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和３年）（注１）

表２ 地方公共団体から国への受入者数の推移 （平成11年～令和３年）（注１) 

（注１） 平成26年以降は各年10月１日現在の数。平成25年以前は総務省による「国と地方公共団体との間の人事交流状 

況」から抜粋した各年８月15日現在の数。 

（注２） 平成24年から、他の府省を経由して外務省へ受け入れている職員を含めることとした。
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11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年…25年 26年 27年 28年 29年 30年
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（人）

都道府県 市町村

（単位：人）

平成
11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

総数 1,680 1,796 1,680 1,642 1,638 1,692 1,764 1,873 1,862 1,957 2,018 1,996 2,093
都道府県 1,578 1,699 1,563 1,508 1,502 1,553 1,612 1,706 1,689 1,777 1,837 1,813 1,874
市町村 102 97 117 134 136 139 152 167 173 180 181 183 219

（続き）
(注２)

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
令和
元年 ２年 ３年

総数 2,338 2,423 2,533 2,563 2,668 2,750 2,874 2,933 3,032 3,082
都道府県 2,060 2,108 2,152 2,178 2,241 2,314 2,408 2,444 2,448 2,472
市町村 278 315 381 385 427 436 466 489 584 610
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〇公表資料Ｐ８　別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況（令和３年10月１日現在）

（正）

（令和３年10月１日現在）

府省等名 受入者数

合計 ２人

総務省 １人

国土交通省 １人

（誤）

（令和３年10月１日現在）

府省等名 受入者数

合計 ３人

総務省 １人

国土交通省 ２人

別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況

受入役職名

消防庁消防大学校副校長

北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所長、中国地方整備局山口河川国道事務所長

受入役職名

消防庁消防大学校副校長

別表４　府省別地方公共団体から国の室長級以上の役職への受入状況

北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所長
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